
住宅市場に関するこれまでの主な取組 

１ 国の取組 

２ 都の取組 

３ 他自治体や民間の取組 
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１ 国の取組 

１－１ 宅地建物取引業法改正 

１－２ 中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた取組 

１－３ 住宅リフォーム事業者団体登録制度 

１－４ 地域型住宅グリーン化事業 

１－５ 住宅ストック維持向上促進事業 

１－６ 住宅ストック循環支援事業 

１－７ その他の主な取組 
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１－１．宅地建物取引業法改正 
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法改正の概要 

【公布】平成26年6月25日 
【施行】平成27年4月1日 
 
【改正の背景】 中古住宅流通のより一層の円滑
化を図っていくためには、消費者が安心して取引を
行うことができる環境整備が重要であり、そのために
も、宅地建物取引主任者が中心となって、リフォー
ム会社、瑕疵保険会社及び金融機関等の関係
者と連携の上、ワンストップで中古住宅の流通を実
現していくことが求められている。最近における宅地
建物取引業の業務の適正な実施が確保されるよう
所要の措置を講じようとするもの。（改正起草案の
趣旨説明） 

１.「宅地建物取引主任者」の改称  
 「宅地建物取引主任者」の名称を「宅地建物取引士」に改称。 

２.「宅地建物取引士」の業務処理の原則 
宅地建物取引士が行う業務に係る一般的な責務規定として、購入者等の利益の保
護はもとより、円滑な宅地建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に業務を執行する
とともに、取引関係者との連携に努めなければならない。 

3.信用失墜行為の禁止 
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしては
ならない。 

4.宅地建物取引士の知識及び能力の維持向上 
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力 の
維持向上に努めなければならない。 

出典：国土交通省ホームページを基に作成 
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5.宅地建物取引業に従事する者の質の向上 

6.暴力団排除条項の追加 

左図出典：「宅地建物取引業法
の一部を改正する法律（議員立
法）の概要等について」参考資料 

＜取引関係者との連携のイメージ＞ 



１－１．宅地建物取引業法改正 

3 
出典：国土交通省ホームページを基に作成 

法改正の概要 

【公布】平成28年6月3日 
【施行】１は公布の日から起算して２年以内、２及び３は１年以内 
 
【改正の背景】 既存住宅の流通が増加しない要因の一つとして、消費者が住
宅の質を把握しづらい状況にあることが挙げられる。宅建業者が、既存住宅の取
引時において、専門家によるインスペクションの活用を促すことにより、消費者が安
心して既存住宅の取引を行える市場環境の整備を図る。 

1.既存建物取引時の情報提供の充実 
 宅地建物取引業者が、不動産取引時に専門家による建物状況調査（イ
ンスペクション）の活用を促し、売主・買主が安心して取引ができる市場環境
を整備。 

売却・購入申込み 

【取引フロー】 【新たな措置内容】 

申
込
み ①媒介契約提携 

依頼者の意向に応じ 
インスペクション実施 

②重要事項説明 

③売買契約締結 

物件の引渡し 

契
約
手
続 

①媒介契約締結時 
宅建業者がインスペクション業者のあっせん
の可否を示し、媒介依頼者の意向に応じ
てあっせん 

②重要事項説明時 
宅建業者がインスペクション結果を買主に
対して説明 

③売買契約締結時 
基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互
に確認し、その内容を宅建業者から売主・
買主に書面で交付 

2.不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済 

3.宅地建物取引業者の団体による研修 

改正法の施行に向けた動き 

社会資本整備審議会産業分科会 
不動産部会における検討 

  
 
 
 
 
 
平成28年9月13日（第27回不動産部会） 
 
 
 
 
平成28年11月9日（第28回不動産部会） 
平成28年12月（第29回不動産部会） 
 

【検討内容】 
• 改正法の施行に向けたインスペクション制度等の具
体化 

• 不動産をめぐる政策的諸課題への対応 

平成29年3月 関係省令等の公布 

平成30年春 施行（２年以内に施行するもの） 

平成29年春 施行（1年以内に施行するもの） 

平成28年6月3日 改正法の公布 

• 建物状況調査（インスペクション）の調査を実施す
る者の要件及び調査対象範囲 

• 標準媒介約款の見直し 

• 重要事項説明、売買契約締結 



１－２.中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた取組 

中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針（平成26年３月策定） 

  中古戸建て住宅の流通市場においては、住宅の流通の 
 実態や建築技術の現状に反し、全ての住宅が一律に経年 
 減価し、 築後２０～ ２５年程度で市場価値がゼロとなると 
 される評価慣行が存在。  

【建物評価の現状】 【指針の概要】 
 本指針では、原価法（評価時点における対象不動産の 
再調達原価を求め、減価修正を行って、対象不動産の 
価格を求める手法）の運用改善、精緻化により、中古戸建
て住宅の建物評価の現状を改めていくことを提言。  

【原価法の運用改善・精緻化の枠組み】 
  住宅を大きく基礎・躯体部分と内外装・設備部分に分類 
 し、各部位ごとに再調達原価の算出、減価修正を行い合 
 算する。 
  取引の際に社会通念に照らして通常価値があるとみな 
 される 期間を耐用年数とする。 
  適切な内外装・設備の補修等を行えば、基礎・躯体の 
  機能が失われていない限り、住宅の使用価値は何度でも 
 回復・向上するという原則を置く。 

「既存住宅価格査定マニュアル」の改訂 
（公益財団法人不動産流通推進センター） 

＜平成27年７月＞  

｢既存戸建住宅の評価に関する留意点｣の策定 
（国土交通省 土地・建設産業局 地価調査課） 
＜平成27年７月＞ 

・「中古戸建住宅に係る建物評価の改善に向けた 
  指針」の内容を取り入れた改訂。 

・ 不動産鑑定士が既存戸建住宅の評価を行うに当たって、 
  建物の性能やリフォームの状況等を的確に 反映し、信頼  
  性の高い価格情報を市場に提供することを目的として、 
  策定。 

出典：国土交通省 土地・建設産業局不動産業課 住宅局住宅政策課 
    「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」（平成26年３月策定）及び国土交通省ホームページを基に作成。  4 



１－３.住宅リフォーム事業者団体登録制度 

【概要】 
 住宅リフォーム事業者の業務の適正な運営の確保及び消費者 
への情報提供等を行う等一定の要件を満たす住宅リフォーム事 
業者の団体を国が登録することにより、住宅リフォーム事業の健 
全な発達及び消費者が安心してリフォームできる環境の整備を 
図る。 
【団体の業務】 

 人材の育成・消費者相談業務・構成員への支援等 

【団体の登録要件】 

 ・一般社団法人、事業協同組合等であること 

 ・構成員の数が原則として概ね１００者以上 

 ・構成員の所在地が二以上の都道府県にわたること 

 ・消費者相談窓口の設置、消費者への情報提供 

＜平成26年９月１日 施行＞ 

【構成員が行うべき事項】 

 ・書面の交付（見積り、契約時） 

 ・瑕疵保険への加入 

【団体の登録状況（平成28年７月27日現在）】 

・一般社団法人マンション計画修繕施工協会 

・一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会 

・日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 

・一般社団法人リノベーション住宅推進協議会 

・一般社団法人ベターライフリフォーム協会 

・一般社団法人日本塗装工業会 

・一般社団法人リフォームパートナー協議会 

・一般社団法人全建総連リフォーム協会 

    

国 

団
体
（
事
務
局
） 

リ
フ
ォ
ー
ム
事
業
者 

人材育成（研修、独自資格等） 登録・更新 

報告 

（資格・能力の状況、保険加入状況等） 

報告 

（消費者相談、人材育成活動等） 

消費者保護等のための 

指導・助言・勧告・登録抹消 

指導・助言・勧告・除名 

情報提供等 

消費者 

団体情報の提供 
相談窓口 工事 

事業者団体（社団法人等） 

書面交付 
重要事項説明 
誇大広告の禁止 

保
険
法
人 

一定額以上の工事は 
原則保険加入 

出典：国土交通省ホームページを基に作成 5 



１－４.地域型住宅グリーン化事業 

6 
出典：国土交通省ホームページを基に作成 

【採択実績】 

平成27年度 平成28年度 

718 グループ 784 グループ 

関連事業者の 
連携体制の構築 

中小 
工務店 

建材流通 
事業者 

製材 
事業者 

原木 
供給者 

プレカット 
事業者 

建築士 
事務所 

グループの構築 

・地域型住宅の規格・仕様 

・資材の供給・加工・利用 

・積算、施工方法 

・維持管理方法 

・その他、グループの取組 

共通ルールの設定 

地域型住宅・建築物 
の整備 

補助内容 

（１）補助対象（住宅） 

長寿命型 

【概要】 
 中小住宅生産者等が、他の中小住宅生産者や木材、建材流通 
等の関連事業者とともに構築したグループを公募し、共通ルール 
に基づく木造住宅整備の取組が良好なものについて採択する。 
採択されたグループに属する中小住宅生産者が当該取組内容 
に基づく長期優良住宅等の木造住宅の建設を行う場合、その費 
用の一部を補助する。  

＜平成27年度～＞ 

長期優良住宅         100万円/戸  

高度省エネ型 認定低炭素住宅       100万円/戸 
性能向上計画認定住宅   100万円/戸 
ゼロ・エネルギー住宅      165万円/戸 

＋ 

＜地域材 加算＞ 
 主要構造材（柱・梁・桁・土台）の過半に地域材を使用する場  
 合、20万円/戸を限度に補助を加算 

＜三世代同居 加算＞ 
 キッチン、浴室、トイレ又は玄関のうちいずれか２つ以上を住宅内 
 に複数箇所設置する場合、30万円/戸を限度の補助を加算 

（２）補助対象（建築物） 

優良建築物型 認定低炭素建築物など 
一定の良質な建築物 １万円/平米（床面積）  

＜補助限度額＞ 



１－５.住宅ストック維持向上促進事業 

事業イメージ 

国 

開発 
普及等 
を支援 

機能向上・評価等 
 

○長期優良住宅 
○住宅性能表示 
○瑕疵保険 
○ インスペクション 
○住宅履歴 等 

＜想定参画団体＞ 
• 建築士 
• 住宅事業者 
• 検査事業者 
• 保険法人 等 

流通・金融等 
○ 実質的な残存耐用年数の評価 
○買取保証 
○借上保証 
○ 割引金利、融資可能枠の拡大 
○ ノンリコースローン 
○ リバースモーゲージ   等 

＜想定参画団体＞ 
• 宅建業者 
• 不動産鑑定士 
• 金融機関 
• JTI 等 

一体的な 
仕組みを開発 

事業の流れ 

①仕組みの開発 
○各者の調整、仕組みの検討 
○ニーズ調査 
○詳細検討 等 

②仕組みの周知 
○ホームページの改修（紹介ペー 
  ジの設置） 
○紹介チラシ・パンフレット作成 
○事業者向け説明会・住民向け
説明会の実施 等 

③仕組みの試行 
○仕組みを利用するための 
・新築時のグレードアップ  ・リフォーム 
○適切な維持管理を行うための 
・インスペクション    ・住宅履歴の作成 
・瑕疵保険への加入 ・維持管理計画の作成 

(1)開発・普及に係る費用【上限2000万円/事業、補助率：定額】 (2)試行に係る費用【上限100万円/戸】 
  ①住宅の質の適切な維持・向上に要する経費 
    【補助率：定額】インスペクションの実施、住宅履歴作成、瑕疵 
     保険加入(中古流通・リフォーム時に限る)、維持管理計画の 
     作成(中古流通・リフォーム時に限る) 
  ②開発する仕組みに対応するための質の向上に要する経費 
    【補助率：1/3】新築(掛かり増し分)、リフォーム 

【要件】 
• 住宅事業者、金融機関、不動産鑑定士等が
連携して実施すること 

• 補助期間終了後も持続的に実施できる見込み
があること 

仕組みを利用し、流通・金融等
のメリットを受けられる 

仕組みが普及し、 
取引事例が蓄積 
され、いいものが 
きちんと評価 
される市場構造 
が定着 

7 

【良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業】 ＜平成28年度～＞ 

出典：国土交通省ホームページを基に作成 

長期優良住宅、住宅性能表示、瑕疵保険、インスペクション、履歴等を活用し、住宅ストックの維持向上・
評価・流通・金融等の仕組みを一体的に開発・普及等する取組みに対し支援を行う。 

【概要】 



１－６．住宅ストック循環支援事業 

8 

１．住宅のエコリフォーム ２．良質な既存住宅の購入 ３．エコ住宅への建替え 

要件 
・エコリフォームを実施すること 
・リフォーム後に耐震性が確保されること 
＊年齢制限なし 

・若者（40歳未満）が既存住宅を購入する 
 こと 
・売買に際して、インスペクションを実施し、既 
 存住宅売買瑕疵保険に加入すること 

・耐震性のない住宅を除却すること 
・エコ住宅に建替えること 
＊年齢制限なし 

補助 
事業者 

リフォーム事業者 
・宅建業者（買取再販等） 
・インスペクション事業者 

・建設業者（注文） 
・宅建業者（分譲） 

補助 
対象 

 
□エコリフォーム 

■インスペクション 
□エコリフォーム 

・エコ住宅の建設 

補助額 
□リフォーム工事内容に応じて定める額
（定額） 

■インスペクション ５万円/戸 
□リフォーム工事内容に応じて定める額 
（定額） 

・30万円/戸（認定長期優良住宅や
さらに省エネ性能の高い住宅の場合は、
40万円/戸 又は 50万円/戸 

限度額 
30万円/戸 
＊耐震改修を行う場合は45万円/戸 

50万円/戸（インスペクションとエコリフォームの
合計額） 
＊耐震改修を行う場合は65万円/戸 

50万円/戸 

インスペクションを実施し、既存住宅売買瑕疵保険に加入する既存住宅の取得や、耐震性が確保された
省エネ改修、一定の省エネ性能を有する住宅への建替えに対して、国がその費用の一部について支援す
る補助制度。 

  出典：国土交通省ホームページを基に作成 

＊いずれも自ら居住する住宅が対象（購入して居住するものを含む） 

＜平成28年度（第２次補正予算で措置）～＞ 

【概要】 



１－７.その他の主な取組 

9 

平成28年度 主な事業 内容 

長期優良住宅化リフォーム推進事業 
 

既存住宅の長寿命化や省エネ化、三世代同居など複数世
帯の同居の実現等に資するリフォームに対する支援を行う。 
 

インスペクションの活用による住宅市場
活性化事業 

インスペクション技術の開発・高度化を図る取組や、インスペク
ションにより得られた情報をもとにした住宅情報の蓄積・活用の
ための仕組み構築を図る取組に対する支援を行う。 
 

住宅ストック維持向上促進事業 
（消費者の相談体制の整備事業） 

住生活に関するニーズを一元的に受付け、専門家が連携して
多様な消費者のニーズに対して的確に助言・提案を行うサ
ポート体制の整備に対する支援を行う。 
 

住宅ストック維持向上促進事業 
（リフォームの担い手支援事業） 

リフォーム事業者の資格や施工実績、依頼者の評価等の情
報を提供し、トラブル対応等に備えた第三者委員会を設置す
る等、消費者が安心して事業者を選択できるウェブサイトの整
備に対する支援を行う。 
 

木造住宅施工技術体制整備事業 

新規に大工技能者となり、木造住宅の新築及びリフォームを
担おうとする者を育成するために実施する、実技指導及び講
習に要する費用に対して支援を行う。等 
 

出典：国土交通省ホームページを基に作成 



２ 都の取組 

２－１ ガイドブックの作成 

２－２ 都民が安心して適切なリフォームを実施できる環境づくり 

２－３ 空き家施策 
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２－１.ガイドブックの作成 

地域工務店から消費者への情報提供の手引き  
（2007（平成19）年度～） 

【概要】 
新築時からアフターサービスに至るまでの
各段階で、住宅生産者から消費者に対
する情報提供の手順を２０項目のポイ
ントとして提示する。 

【概要】 
・中古住宅の売買にあたっての確認事項 
・住宅履歴の備えと住宅検査の実施の勧め 
・不動産取引と契約に際しての留意事項等 
 について、売主・買主・仲介事業者向けに解説 

【概要】 
・マンションの購入を検討するにあたって大切な視点 
・売買にあたってのチェックリストによる確認事項 
・不動産取引と契約に際しての留意事項等 
 について、売主・買主・仲介事業者向けに解説 

安心して住宅を売買するためのガイドブック（戸建住宅編） 
（2007（平成19）年度～） 

安心して住宅を売買するためのガイドブック（マンション編） 
（2008（平成20）年度～） 

地域工務店のための安くて質の良い家づくりの 

ひけつ（2007（平成19）年度～） 

【概要】 
・実証実験の成果に裏付けられた具体   
 的な合理化手法を、段階毎に紹介 
・中小規模の地域工務店が実務で活 
 用できる内容を取りまとめ、写真・図・ 
 イラストなどを用いて解説 
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２－２.都民が安心して適切なリフォームを実施できる環境づくり 

 

  
    
 
 
 
 

 
 

  
  
 
  
 
  
 
 
 
 

 【相談実績】 

【概要】 

  都民が安心して適切な住宅リフォームを実施できる 

 ような環境づくりをめざし、地域の工務店など地域の事 

 業者が守ることが望ましい基準（リフォーム１０）を策定。 

 

【普及啓発の方法】 

  冊子の配布、ホームページ掲載等 

 【概要】 
   （公財）東京都防災・建築まちづくりセンターと連携し、同  
  センターが運営する東京都住宅リフォーム推進協議会内 
  に、住宅リフォームに関する相談窓口を設置している。  

あんしん住宅リフォーム相談窓口 
（2005(平成17)年度～） 

住宅リフォーム事業者行動基準 
 リフォーム１０（2007(平成1９)年度～） 

住宅リフォームガイド 
 （2009(平成２１)年度～） 

 【概要】 
  消費者が安心して住宅リフォームを実
施できるよう、計画から契約、工事、引
渡しまでの各段階を通じて確認すべき
事項について、基本的な留意事項等
を示した。 

 
 【普及啓発の方法】 
  冊子の配布、ホームページ掲載等  

住宅リフォーム事業者行動基準（リフォーム10） 

①問合せに対する迅速かつ適切な対応と情報の開示 

②具体的に記載した見積書の提出 

③書面による工事請負契約 

④元請事業者の責任による工事・管理 

⑤工程表の提出 

⑥工事打合せ記録書の作成及び工事写真撮影の実施 

⑦工事完了確認書の提出 

⑧アフターサービスの実施 

⑨標準書式により関係書類を整備 

⑩トラブル等への責任ある対応 
２０１３（Ｈ２５） ２０１４（Ｈ２６） ２０１５（Ｈ２７） 

３１件 ４１件 ２６件 
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２－３．空き家施策 

 
 

  
  
 
  
 
  
 
 
 
 

空き家利活用等区市町村支援事業 
（2015(平成27)年度～） 

専門家団体等との協定締結 
 （2015(平成27)年度～） 

【内容】 
  空き家の有効活用、適正管理、空き家発生の未然防止等を
推進するため、不動産、建築、法律等の専門家団体及び金融
機関と協定を締結した。各団体等は、協定に基づき相談窓口
を開設している。 

【概要】 
  区市町村が実施する実態調査や空家等対策計画の作成、改
修費助成への補助等により区市町村の取組を支援する。 

【主な事業内容】 
（１）空き家実態調査への補助 
（２）空き家等対策計画作成への補助 
（３）空き家改修への補助 
（４）老朽空き家除却への補助 
（５）専門家を活用した空き家相談体制整備への補助 

【事業予算額】 
  約2.7億円（平成28年度） 

【概要】 

  相続等で発生した空き家の売却・賃貸・適正管理等の利活用を図

るためのモデル事業者を公募・選定する。モデル事業者はワンストップ

相談窓口を設置し、空き家所有者等に対して様々な情報を提供す

る。都は、モデル事業者に対し費用の一部を補助するとともに、事例

等を都民に提供する。 

 

平成28年度東京都相続空家等の利活用円滑化 
モデル事業 

 

  
    
 
 
 
 

【補助額】  

  平成28年度は１事業者（企業・団体）当たり300万円 

  平成29年度は、予算確定後に決定 
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３ 他自治体や民間の取組 

３－１ 良質な住宅ストックの流通促進 

３－２ 既存住宅取引時におけるワンストップでのサービス提供等 

３－３ 建物検査に対する補助 

３－４ 子育て世帯、高齢者世帯への支援 
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３－１.良質な住宅ストックの流通促進 

 

  
    
 
 
 
 

 

  
    
 
 
 
 

スムストック（優良ストック住宅推進協議会） 
＜平成20年７月～＞ 

北海道Ｒ住宅（北海道Ｒ住宅事業者ネットワーク） 
＜平成21年６月～＞ 

【主な査定の特徴】 
・ 耐用年数が異なる構造耐力上主要な部分（スケルトン）と、 
 内装・設備の部分（インフィル）を別々に査定する。 
・ 建物と土地の価格を別々に表示する。 
・ 協議会から認定された住宅販売士が査定、販売を行う。 

【概要】 
・ 優良ストック住宅推進協議会の会員各社（住宅メーカー10社
） が、これまで供給してきた建物のうち、次の条件を満たすものを「ス
ムストック」として認定し、独自の査定方式を用いて、建物の価値を
評価する。 
 

【概要】 
・ 消費者が安心してリフォームを行い、良質な既存住宅を取引 
 する仕組み。 
・ 住宅改修事業者、不動産事業者、建築士設計事務所が北海  
 道Ｒ住宅事業者ネットワークを形成し、北海道がオブザーバー 
 を務める。 

【北海道Ｒ住宅の流れ】 

住宅検査 

リフォーム 

改修履歴の記録 

性能・品質の表示 

瑕疵保険の加入 

第三者（建築士）が調査し、改修
内容をアドバイスする。 

耐久性、耐震性、省エネ性等、住宅
性能が向上するリフォームを行う。 

Webソフトに改修履歴等の情報を
入力し、保管する。 

改修後の住宅性能を表示する。 
（住宅品質カルテの出力） 

既存住宅売買瑕疵保険に加入する
ことを義務付ける。 

① 住宅履歴データベースの保有 
② 50年以上のメンテナンスプログラム 
③ 新耐震基準レベルの耐震性の保持 

住宅・建物 

土地 

＋ 

住宅・建物 

土地 

スケルトン部分 

償却期間50年 

インフィル部分 

償却期間15年 

一般査定方法 スムストック式査定方法 

出典：優良ストック住宅推進協議会事務局「優良ストック住宅推進協議会取組実績とスム
ストック査定方式について」（平成25年９月26日）を基に作成 出典：北海道Ｒ住宅ホームページを基に作成 
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３－２.既存住宅取引時における各種サービスの提供等 

中古住宅安心パック（静岡不動産流通活性化協議会） ＜平成25年４月～＞ 

【概要】 
  調査・検査・工事等を実施する事業者、不動産取引・流通・その 
 ほか関連する事業者、売買に関する事業者により組織される静岡 
 不動産流通活性化協議会が、次の調査等をパックで提供する 
 サービス。 

グリーンテスト 

建物検査 

瑕疵担保保険 

白アリ検査・1年保証 

リフォーム査定 

住宅履歴登録 

不動産鑑定士価格報告書 

専用住宅ローン 

重要事項説明書チェック 

建物敷地・現況調査 

地盤、地中残存物、土壌汚染調査 

既存住宅瑕疵担保保険の付保を
目的とした調査 

給排水管路特約付き保険 

白アリの有無のチェック、及び引渡後 
１年間の保証。 

建物検査での指摘箇所の改修、そ
の他一般リフォーム費用の見積もり 

建物検査、白アリ検査等の結果を
登録し、Webで提供。 

グリーンテスト、建物検査を実施した
物件について、不動産鑑定士による
査定と報告書の発行。 

中古住宅安心パックを利用した物件
に対し、住宅ローン金利の割引 

宅建業者が作成した重要事項説明
書のチェック 

現況と登記内容の整合を調査し、 
必要に応じ、測量・登記申請を行う。 

売主 

宅建業者 

買主 

宅建業者 

付加価値物件 
専門サイト 

静岡不動産取引所 

静岡不動産流通活性化協議会 

調査・検査・工事等
を実施する事業者 
（不動産鑑定士、
土地調査会社等） 

不動産取引等に関
する事業者 
（不動産流通団
体等） 

売買に関する 
事業者 
（金融機関等） 
 

オブザーバー 
（静岡県等） 

サポートセンター 
（協議会事務局） 

運営 

サービス 
申込み 提供 

サービス 
申込み 提供 

掲載 閲覧 

【実施体制】 

【サービス内容】 

出典：静岡県不動産流通活性化協議会ホームページを基に作成 
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３－3． 建物検査に対する補助 

【概要】  
 売却予定の中古住宅に対して、住まいの専門家が建物検査  
 を行い、建物の状態を明らかにし、中古住宅の取引が円滑に 
 進められることを目的としている。 
【対象物件】  
 以下の条件を満たす中古一戸建住宅（主たる建築物）  
 及び共同住宅（分譲マンション） 
 ①敷地が福岡県内であること 
 ②売却予定であること 

参加者(物件所有者・購入希望者、仲介業者) (一財)福岡県建築住宅センター 福岡県リフォーム推進ネットワーク協議会 

募集開始(HPによる公募) 

申込書類の受付 申込書類の作成・提出 

希望者のみ見積作成依頼 

検査立ち会い 

検査結果受取 

「住まいの健康診断」済みである旨を不
動産サイトへ掲載し住宅センターへ報告 

「住まいの健康診断」結果の情報提供 

見積作成依頼の受付 

検査の実施 

検査結果通知 
リフォーム概算見積(※希望者のみ) 

HP掲載確認 

【診断概要】  
 ・目視及び計測により、構造、雨漏り等、設備配管等を検査 
 ・診断済物件であることを公開 

診断 
メニュー 

依頼者 
利用者負担 

戸建住宅 共同住宅 

基本診断 

物件所有者 13,500 8,100 

購入希望者 

若年世帯、 
子育て世帯 

13,500 8,100 

その他 27,000 16,200 

【費用】 
基本診断の通常料金(戸建住宅:54,000円、共同住宅:32,400円)
を福岡県、(公社)福岡県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産
協会福岡県本部、(一財)福岡県建築住宅センターによる補助により、 
以下の通りの額に減額。 

※仲介事業者が（公社）福岡県宅地建物取引業協会、又は（公社）全日本不動産 
  協会のいずれにも属さない事業者の場合は、上表とは負担額が異なる。 

(円：税込み) ○減額後の利用者負担額 
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住まいの健康診断((一財)福岡県建築住宅センター） 
＜平成23年度～＞ 

出典：（一財）福岡県建築住宅センターホームページを基に作成 



３－4.子育て世帯、高齢者世帯等への支援 

 

  
    
 
 
 
 

 

  
    
 
 
 
 

埼玉県多子世帯向け中古住宅取得・リフォーム支援
事業 （埼玉県） ＜平成27年度～＞ 

流山市高齢者住み替え支援制度（千葉県流山市） 
＜平成26年度～＞ 

福生市優良住宅取得推進事業（東京都福生市） 
＜平成27年度～＞ 

【概要】 
 福生市内における子育て世代の定住及び住環境の向上を推進 
するために、市内に新築の長期優良住宅を取得し、居住する子育   
て世帯に対して、その住宅（家屋）に対して課される固定資産税・ 
都市計画税の相当額を課税初年度から最長５年間助成する事業。 

【助成金額】 
・家屋に係る固定資産税、都市計画税相当額（１年度につき上限
10万円） 
【助成期間】 
次のいずれか早い年度まで 
・対象住宅の固定資産税、都市計画税の課税初年度から５年度 
・同居する子の全員が16歳に達する年度 

【概要】 
 シニア世帯の住み替え支援と、子育て世帯の市内への移住を促進
することを目的とした制度。自宅の売却を考えるシニア世帯と、中古
住宅の購入を希望する子育て世帯が、住宅に関する相談を行える
仕組み。 

【制度の仕組み】 
 市内の不動産業者及び建設業者、市内及び近隣市の設計業者
が一つの住み替え支援組織をつくり、市に登録し公表される。 
 支援組織は、住宅、マンションの情報、リフォームの提案、リ 
フォーム工事の見積もり等を提供するとともに、既存住宅売買  瑕疵
保険、リフォーム工事等の業務を請け負うことが可能。 
 各種相談を一か所で行うことができる。 

安心住み替え 
相談窓口 

○住宅情報全般 
○高齢者施設情報 

市役所 

設計業者 

・建物検査 
・リフォーム提案、設計等 

不動産業者 

・住宅情報 
・瑕疵保険 

建設業者 

・建物検査 
・リフォーム提案、設計等 

住
み
替
え
支
援
組
織 

登録 

公表 

シニア世帯、子育て世帯 

相談 

【概要】 
 多子世帯への住宅支援として、要件を満たす中古住宅の取得及びリ
フォームの諸経費に対して助成する。 

【補助の対象及び金額（県補助金）の例】 
・中古住宅を取得し、かつリフォームする場合：50万円（上限） 
（補助対象経費：仲介手数料・登記手数料等） 
・中古住宅を取得する場合：40万円（上限） 
（補助対象経費：仲介手数料・登記手数料等） 
・リフォームする場合：5万円（上限） 
（補助対象経費：リフォーム瑕疵保険の費用等） 

出典：千葉県流山市ホームページを基に作成   出典：東京都福生市ホームページを基に作成 

 出典：埼玉県ホームページを基に作成 
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